
白石市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 手続きフロー

① 設備の発電出力確認

② 設備設置場所確認

③ 抑制区域の確認

④ 事前協議（事業者⇒白石市環境課）※事前協議書の提出

10kw未満

建築物の屋根又は屋上

抑制区域に該当 基本的に同意しない
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⑥ 住民等説明会の開催

・住民等が事業者へ意見を出す期間（概ね２週間）を設けるようお願いします。

・住民等から意見の申出があった場合、住民等と協議を行ってください。

事業者は住民等の理解を得られるよう努めなければなりません。

⑦着工の90日前までに協議届出書とチェック表の提出

（事業者⇒白石市環境課）

⑧ 審査 ※必要に応じて現地説明会を開催いたします。

⑨協議結果の通知（白石市環境課⇒事業者）

⑩ 工事着工 工事着手届出書の提出（事業者⇒白石市環境課）

⑪ 工事完了 工事完了届出書の提出（事業者⇒白石市環境課）

※必要に応じて現地での完了検査を開催いたします。

同意

（事業譲渡等により、地位や事業を承継する場合）

⑫ 承継届出書の提出（事業者⇒白石市環境課）

（事業を終了した場合）

⑬ 事業終了届出書の提出（事業者⇒白石市環境課）※事業終了が決まり次第速やかに

⑭ 発電設備撤去完了届出書の提出（事業者⇒白石市環境課）※完了から30日以内

10kw以上

右記以外

抑制区域に該当しない

⑤ 事前協議結果通知（白石市環境課⇒事業者）※事前協議から約１か月


